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　小平町職員の給与は、従事する職務と責任に応じ、国や
他の地方公共団体の職員あるいは民間企業の従事者の給与
や生計費、その他の事情を考慮し、町議会の審議を経て条
例により定められています。
　また、定員（職員数）も町の財政規模や事務・事業量を
考慮し、町議会の審議を経て条例で定められています。

■一般職員の給与

▶人件費の状況（普通会計決算）

区　　分
住民基本台帳

人口（28 年1月1日）
歳　出　額

（Ａ）
実質収支 人　件　費

（Ｂ）
人件費率
（Ｂ／Ａ）

 （参考）
 前年度の人件費率

27 年度 3,324 人 4,083,844 千円 234,013 千円 661,441 千円 16.2 % 14.8 %

人件費とは、特別職、議員、各種職員、一般職員に支給する給料、報酬、各種手当のほか退職手当、共済費等の使用者負担
経費が含まれます。

　▶職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分
職員数
（Ａ）

給　　　　　　　与　　　　　　　費 一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）　給　 料 職員手当 期末 ・ 勤勉手当 計 （Ｂ）

27 年度 78 人 288,454 千円 53,893 千円 103,240 千円 445,587 千円 5,713 千円

（注） １ 職員手当には退職手当を含みません。
　　 ２ 職員数は平成 27 年４月１日現在の人数です。

　▶ラスパイレス指数の状況

（注） １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
　　　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計
　　　　算した指数です。
　　 ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　 ３ 平成 24 年及び平成 25 年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いと
　　　　した場合の値です。

■職員の平均給与月額、初任給等の状況

　▶職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 28 年４月１日現在）

　　一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

小　平　町 42.3 歳       306,100 円
350,992 円

350,347 円

国 43.6 歳      331,816 円         410,984 円

類似団体 40.9 歳 297,503 円
339,537 円

326,381 円

（注） １ 「平均給料月額」とは、平成 28 年４月１日現在にお

　　　　ける各職種ごとの職員の基本給の平均です。

    ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶    

　　　　養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の

　　　　諸手当を合計したものです。このうち、上段はこれ

　　　　らすべての諸手当込のものであり、地方公務員給与

　　　　実態調査において明らかにされているものです。

　　　　また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外

　　　　勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていない

　　　　ことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。


